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概要版

桜井市 

計画策定の背景

計画の位置づけ

計画の期間

「桜井市老人保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画」（令和３年度～令和５年度）では、高齢者が住み
慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に
提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進と、介護保険サービスの質の向上、医療と介護の連携、
認知症施策の推進等、高齢者の生活を支える体制や仕組みづくりを推進してきました。

新たな計画となる「桜井市老人保健福祉計画及び第９期介護保険事業計画」（令和６年度～令和８年度）（以
下「本計画」という。）では、こうした背景を受け、地域住民、事業所、行政の協働により構築されてきた「地域
包括ケア」を中長期的な視点から持続可能な形で深化・推進するために策定します。

「老人保健福祉計画」は、老人福祉法に基づくもので、高齢者の福祉の増進を図るために定める計画です。
また、「介護保険事業計画」は、介護保険法に基づき、介護保険事業の円滑な実施に関して定める計画です。
本計画では、両計画を一体的に策定します。

本計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間としますが、人口推計
及び介護給付費等の推計等、国の基本指針が示す必要事項については、令和22（2040）年度までの長
期展望を示すこととします。



人口の推移と推計

第１号被保険者の認定者数及び認定率の推移と推計 介護費用額の推移

●  本市の総人口は減少で推移しており、それに伴って少子高齢化も進行している状況であり、高齢
者（65 歳以上）数はやや増加で推移しています。

●  今後の推計を実施したところ、総人口は減少を続ける一方、65 歳以上の高齢者数は令和 22
年ごろまで大きな変化が見られないことから、高齢化率は次第に高まっていくものと見込まれ
ます。また、後期高齢者（75 歳以上）数は高止まりが予測されます。

認定者の割合
●  本市における認定者の割合は、全国及び県と比べて、要支援２と要介護２・３で割合が高くなっ

ています。

●  認定者数は年々増加傾向にあります。先に見た「人口の推移と推計」によると、令和 22 年ご
ろまで後期高齢者数の高止まりが見込まれていることから、今後も認定率が高まり認定者数は
増加していくことが予測されます。

●  本市における介護費用額の総額及び第１号被保険者１人ひと月あたり費用額は、それぞれ増
加で推移しています。

高齢者を取り巻く現状
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［資料］令和２年度～令和４年度：住民基本台帳（各年10月1日現在）、令和５年度～令和22年度：コーホート変化率法による人口推計
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［資料］地域包括ケア「見える化」システム（時点）令和４年（2022年）
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要支援１ 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

全国　　奈良　　桜井市

19.9 20.1 20.2 20.4 20.7 21.0 22.4 23.6 23.6

3,537 3,593 3,618 3,656 3,712 3,763
3,993 4,127 4,082
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695 725 702 729 741 752 796 822 827
559 591 583 611 633 649 686 721 726461 452 482 471 472 476

512 540 546274 244 256 240 243 247
259 272 279

［資料］令和３年度～令和４年度：介護保険事業状況報告（９月月報）、令和５年度：介護保険事業状況報告（５月月報）、
令和６年度～令和22年度：見える化システムによる自然体推計

※認定率は、第1号被保険者に対する第1号認定者総数の割合
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［資料］地域包括ケア「見える化」システム
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●介護予防・日常生活支援総合事業の推進　●健康の維持・増進に向けた取組
●保健事業と介護予防の一体的な取組　●保険者機能強化推進交付金等を活用した取組

●生涯学習の推進　●就労機会の提供
●交流の場の提供　●老人クラブ活動への支援

●訪問理美容サービス　　 ●福祉電話等貸与事業　●日常生活用具給付事業
●「食」の自立支援事業　　●ふれあいチーム派遣事業
●ひとり暮らし高齢者等訪問事業　●難聴高齢者補聴器購入助成金交付事業

基本理念 地域包括ケアシステムの深化・推進

施策目標

●  本計画では、前期計画の基本理念「住み慣れた地域でともに暮らせるまちづくり」を継承し、「地
域共生社会」の実現に向けた地域包括ケアシステムの一層の深化・推進をめざします。

●  本計画では、この基本理念のもとに、従来の施策をさらに充実して展開するとともに、2040 年
までの介護需要等を勘案したサービス基盤・人的基盤整備の対応等について取り組んでいきます。

　地域共生社会の実現をめざして、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援の一体的な提供を図
る地域包括ケアシステムの推進に向けた様々な取組を進めます。

❶地域包括支援センターの機能強化

❷高齢者を支える地域の体制づくり

❸在宅医療・介護連携の推進

❹高齢者の住環境の充実

●総合相談支援業務　●権利擁護業務　●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
●介護予防ケアマネジメント業務　　　　●地域包括支援センターの適切な運営

●地域ケア会議の充実　●地域包括ケアネットワークの強化
●生活支援体制の整備　●地域における見守り体制の充実

●医療・介護連携に向けた取組　●在宅医療・介護に関する普及啓発

●福祉のまちづくりの推進　●高齢者の住環境の整備
●養護老人ホーム　　　　  ●軽費老人ホーム

●  本計画は別名「地域包括ケア計画」とも呼ばれるため、高齢者が住み慣れた地域で最後まで暮
らし続けられるよう、生きがいづくりや健康づくりの支援、介護予防を推進していきます。また、
支援や介護が必要になったときには、安心して ｢介護｣ が受けられるよう、保健・医療・福祉の
連携と地域の支え合いによる包括的なケア体制の充実に努め、できる限り自立した生活の質の向
上を支援します。

計画の理念と体系 施策の展開

住み慣れた地域でともに暮らせるまちづくり

介護予防と地域包括ケアの更なる推進

基本目標 1

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業

健康で生きがいのある暮らしの推進
　高齢者が生き生きと人生を過ごせるように健康づくりと介護予防を推進するとともに、社会参加
と生きがいづくりを支援します。

❶介護予防と健康づくりの推進

❷高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進

❸高齢者福祉サービスの充実

基本目標 2

住まい

生活支援・介護予防

介護が必要になったら･･･

病気になったら･･･

いつまでも
元気に暮らすために･･･

通所・入所
通院・入院

認知症の人 ■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等

■在宅系サービス
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・ 時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

■介護予防サービス

■日常の医療
・かかりつけ医・歯科医・薬局
・地域の連携病院

・急性期病院
・亜急性期
・回復期
・リハビリ病院

■地域包括支援センター
・ケアマネジャー

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅 等

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
分以内に必要なサービスが提供さ

れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

・老人クラブ・自治会・ボランティア・ 等

相談業務やサービスの
コーディネートを
行います。

介　護
医　療

「地域包括ケアシステム」（概念図）
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認知症施策の推進と高齢者の安全・安心の確保
　認知症施策（認知症予防と認知症ケア）を推進するとともに、高齢者の虐待防止や権利擁護の推
進、防災・防犯にも配慮した安全・安心なまちづくり等、高齢者が安心して生活できる環境づくりに
取り組みます。

❶ 認知症高齢者への支援の充実

❷ 虐待防止と権利擁護の推進

❸ 感染症対策と防災・防犯体制の強化

●認知症への理解促進と相談の充実　●認知症予防と早期発見・早期対応の推進
●認知症高齢者やその家族に対する支援の充実

●虐待防止の推進　●権利擁護の推進

●災害時の支援体制の充実　●防犯・交通安全対策の充実　●感染症対策の推進

施策の展開
基本目標 3

介護保険サービスの充実
　介護人材の確保や介護事業所との連携強化を図ることにより、要介護状態になっても、必要なサー
ビスや支援を受けながら安心して地域で暮らし続けられる体制の維持・向上に努めるとともに、サー
ビスが適切に利用できるよう情報提供・相談支援体制の充実に取り組みます。

❶ 介護保険サービスの充実と質の向上

❷ 介護保険事業の適正な運営

●介護保険サービスの確保　　　　　　　　 ●介護保険制度や各種サービスの周知
●介護支援専門員（ケアマネジャー）への支援
●介護人材の確保・定着に向けた取組の推進　●介護保険サービス事業者への指導・助言
●事業者情報の開示と評価の推進　　　　　 ●共生型サービスへの取組

●介護給付適正化の推進　●業務効率化の推進

基本目標 4

●  国が提供する地域包括ケア「見える化」システムを用いた推計によると、計画期間では、第１号
被保険者の保険料として約40億1,650万円を収納する必要がありますが、予定保険料収納率を
考慮すると約40億4,481万円を徴収する想定で保険料を算定する必要があります。

●  予定保険料収納率を考慮した必要額（約40億4,481万円）をふまえて、介護保険事業にかかる
給付費及び被保険者数等をもとに計算した、第１号被保険者の保険料は次のとおりです。

所得段階別加入割合補正後被保険者数
（基準額の割合によって補正した令和６年度～令和８年度までの被保険者数）

52,667人

予定保険料収納率を考慮した必要額
4,044,808,908円

保険料基準年額
76,800円（月額6,400円）

介護保険料の算定
第１号被保険者（65歳以上の人）で負担すべき経費

第１号被保険者（65歳以上の人）の介護保険料

合計 令和６年度
（2024）

令和７年度
（2025）

令和８年度
（2026）

Ａ 標準給付費見込額 18,205,180,799 5,976,617,920 6,069,556,367 6,159,006,512

Ｂ 地域支援事業費 837,447,068 275,743,539 279,126,470 282,577,059

Ｃ 介護予防・日常生活支援総合事業費 558,578,743 183,161,015 186,172,836 189,244,892

Ｄ 第１号被保険者負担分相当額
4,379,804,409 1,438,043,136 1,460,197,053 1,481,564,221

（Ａ＋Ｂ）× 23％

Ｅ 調整交付金相当額
938,187,977 307,988,947 312,786,460 317,412,570

（Ａ＋Ｃ）× 5％

Ｆ 調整交付金見込交付割合 5.67％ 5.74％ 5.93％

Ｇ 調整交付金見込額
1,084,789,000 349,259,000 359,079,000 376,451,000

（Ａ＋Ｃ）×Ｆ

Ｈ 財政安定化基金拠出金見込額 0

Ｉ 財政安定化基金償還金 0

Ｊ 市町村特別給付費等 19,892,600 6,500,000 6,630,000 6,762,600

Ｋ 市町村相互財政安定化事業負担額 0

Ｌ 保険者機能強化推進交付金等交付見込額 32,699,000

Ｍ 準備基金の残高（Ｒ５年度末の見込額） 702,101,741

Ｎ 準備基金取崩額 203,901,741

Ｏ 保険料収納必要額 4,016,495,246 Ｄ＋Ｅ－Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｋ－Ｌ－Ｎ

Ｐ 予定保険料収納率 99.30％

Ｑ 予定保険料収納率を考慮した必要額 4,044,808,908 Ｏ÷Ｐ

いつまでも元気に！めざせ百歳！

「いきいき百歳体操」コラム
市内取組

　「いきいき百歳体操」は準備体操・
筋力運動・整理体操で構成され、ゆっ
くりとした動きや椅子に座っての動き
が中心です。
　筋力が低下している方も参加して
いただくことができます！

地域の方々が主体と
なって集会所等で
開催されている

「いきいき百歳体操」の様子

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業
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介護保険料基準額（月額）の内訳

所得段階 対　象　者 基準額に対する割合
（実質負担割合※）

保険料
（月額）

保険料
（年額）

第１段階

・生活保護を受給している人、または、世帯全員が市民税非課税で
老齢福祉年金を受給している人

・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.455 2,912 34,940

（0.285） 1,824 21,880

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円超120万円以下の人

基準額×0.685 4,384 52,600

（0.485） 3,104 37,240

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円超の人

基準額×0.690 4,416 52,990

（0.685） 4,384 52,600

第４段階 同じ世帯に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税で前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.90 5,760 69,120

第５段階 同じ世帯に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税で前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人 【基準額】 6,400 76,800

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 7,680 92,160

第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.40 8,960 107,520

第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.60 10,240 122,880

第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.80 11,520 138,240

第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 12,160 145,920

第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.00 12,800 153,600

第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.10 13,440 161,280

第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 基準額×2.20 14,080 168,960

第14段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.30 14,720 176,640

第15段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×2.40 15,360 184,320

※実質負担割合は公費による負担軽減をした場合の割合です。
※介護保険料は年額で定めるため、月額は目安の表示となります。（月額＝年額÷12）


